
○
法
務
省
令
第

号

民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
第
百
三
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
戸
籍
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
七
年

月

日

法
務
大
臣

平
口

洋

戸
籍
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

戸
籍
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
司
法
省
令
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

第
五
十
七
条

戸
籍
法
第
七
十
六
条
第
二
号
の
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

［
一
～
七

略
］

八

当
事
者
に
未
成
年
の
子
が
あ
る
と
き
は
、
親
子
交
流
、
監
護
の
分
掌
及
び

養
育
費
の
分
担
に
つ
い
て
の
各
取
決
め
の
有
無
並
び
に
養
育
費
の
分
担
に
つ

い
て
取
決
め
を
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
取
決
め
が
公
正
証
書
に
よ
る
も
の

か
ど
う
か
の
別

九

親
権
者
の
定
め
を
し
た
と
き
は
、
離
婚
後
も
共
同
で
親
権
を
行
使
す
る
こ

と
又
は
単
独
で
親
権
を
行
使
す
る
こ
と
の
意
味
を
理
解
し
、
真
意
に
基
づ
い

て
合
意
し
た
旨

②

［
略
］

別
表
第
五
（
第
七
十
九
条
の
二
の
三
第
一
項
関
係
）

一
・
二

［
略
］

三

法
務
省

不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
の
相
続
人
で
あ
る
旨
の
申
出

等
に
係
る
事
業
に
つ
い
て
の
確
認
に
関
す
る
事
務

不
動
産
登
記
法
第
百
十
九
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項

の
所
有
不
動
産
記
録
証
明
書
の
交
付
の
請
求
に
係
る
審

査
に
関
す
る
事
務

第
五
十
七
条

戸
籍
法
第
七
十
六
条
第
二
号
の
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

［
一
～
七

同
上
］

［
号
を
加
え
る
。
］

［
号
を
加
え
る
。
］

②

［
同
上
］

別
表
第
五
（
第
七
十
九
条
の
二
の
三
第
一
項
関
係
）

一
・
二

［
同
上
］

［
新
設
］

［
新
設
］

［
新
設
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附
録
第
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。





附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
五
の
改
正
規
定
は
、

令
和
八
年
二
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
届
書
の
用
紙
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
届
書
の
用
紙
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に

お
い
て
も
当
分
の
間
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


